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仙台市地球温暖化対策推進計画のあり方について 

（仙台市地球温暖化対策専門部会からの報告） 

 

～「低炭素社会」づくりの視点から、目標、今後取り組むべき施策、 

重点を置くべき施策のあり方などについて～ 
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産業構造や社会システムなども含め、温室効果ガスの排出低減が図られている社会を

「低炭素社会」としている。 

※本文書における「低炭素」のイメージ 

 二酸化炭素など温室効果ガスの排出が少ない状態を指す。具体的には、石油などの化

石資源に過度に頼らず、太陽光や風力など持続可能で再生可能なエネルギー源を利用し、

高効率の設備やシステムによってエネルギーの効率的な利用が図られている状態。 
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第１章 計画改定の趣旨と背景 

 温室効果のメカニズム 

  地球は太陽からのエネルギーで暖められ、暖められた地表面からは熱が放射される。

その熱を二酸化炭素やメタンなどの「温室効果ガス」が吸収することで、大気が暖め

られ、地球の平均気温が 14℃前後に保たれている。もし、この温室効果ガスが全く

存在しない場合、地表面から放出された熱は地球の大気を素通りしてしまい、その場

合の平均気温は－19℃になるといわれており、温室効果ガスは生物が生きていくため

に不可欠なものである。 
図 温暖化のメカニズム  

 
全国地球温暖化防止活動推進センター 
地球温暖化防止の鍵を握る日本より  

 

急激な気温上昇 

   18 世紀から 19 世紀にかけておこった産業革命以降、人類は石炭や石油などの化石資

源を大量に消費するようになり、それによって豊かな暮らしを享受してきた。大気中

の二酸化炭素の量は 200年前と比べ 35％程増加し、1906～2005年までの 100年間で、

世界平均気温は 0.74℃という、これまでにないペースで上昇している。この地球規模

での気温上昇は、海面の上昇による島々の水没、極地の氷や氷河の減少による生態系

の激変や渇水、気候変動による農産物への大きな影響など、私たちの生活に直接・間

接に大きな影響をもたらすことが懸念されている。 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第４次評価報告書（AR4）（2007 年 11

月）によれば、気候システムの温暖化は疑う余地がなく、人為起源の温室効果ガスの

大気中濃度の増加によってもたらされた可能性が非常に高いとされている。その主要

なガスである二酸化炭素は、私たちの日常生活や都市活動を営む上でのエネルギーの

利用による排出がほとんどであり、いわば人間活動そのものが温暖化をもたらしてい

る。 
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出展 IPCC 第４次評価報告書  

 

世界の温室効果ガス排出量は今後数十年間増加し続け、温室効果ガスの排出が現在

以上の速度で増加し続けた場合、今後はさらなる温暖化が進み、世界の気候システム

に多くの変化が引き起こされ、その規模は 20 世紀に観測されたものより大きくなる可

能性が非常に高いとされている。 

 

A、B は経済志向か環境志向かを、1、2 は地球主義志向か地域主義志向かを表している。

A１はさらに、新エネルギーの大幅な技術革新を見込んだシナリオ（A1T）、化石エネルギー源

の使用を重視したシナリオ（A１FI）、新エネルギーと化石エネルギー源のバランスを重視す

るシナリオ（A1B）などがある。 

将来の温室効果ガス排出量を推計するための、将来の社会の発展方向やエネルギー利用や土

地利用変化を予想したモデル。2001 年に IPCC によって作成されたものは、その報告書の英

文名の頭文字を取って、「SRES シナリオ」と呼ばれている。 

※排出シナリオとは 

 

地球温暖化の影響と対策の方向性 ～「緩和（排出削減）」と「適応」の両面から～ 

また IPCC 第４次評価報告書では、「世界平均気温の上昇が 1.5～2.5℃（1980～1999

年との比較）を超えた場合、これまで評価された種の約 20～30％は、絶滅するリスク

が増す可能性が高い」など、気候変動の速さと程度によっては、人為起源の温暖化に

より、急激あるいは不可逆的な影響が引き起こされる可能性があることが指摘されて

いる。IPCC 第４次評価報告書第３作業部会報告書では、2050 年に産業革命からの世
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界の平均気温の上昇を 2.0～2.4℃に抑えるには、2050 年時点の二酸化炭素排出量を

2000 年より 50％～85％削減する必要があることなどが報告されている。 

 

 
IPCC 第 4 次評価報告書 

 

＜参考＞地球温暖化による影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

海氷・積雪の減少 

 北半球の春・夏季の海氷面積は 1950 年

代以降約 10～15％減少しました。今後、

北半球の積雪と海氷範囲はさらに減少し、

また、氷河も後退を続けると予測されてい

ます。 

海面水位の上昇 

 20 世紀中に海面は 10～20cm 上昇しま

した。1990 年から 2100 年の間に、主とし

て海水の熱膨張と氷河などの融解により

９～88cm 上昇すると予測されています。
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＜参考＞仙台でも影響が見られている 

仙台の真夏日・熱帯夜日数（1931年～2010年）
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仙台の冬日・真冬日日数（1931年～2009年）
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出典 仙台管区気象台 

仙台の年平均気温は、

長期的には 100 年あ

たり 2.2℃の割合で上

昇(1927-2009 年)から

の換算。都市の気温の

上昇はヒートアイラ

ンド現象などの都市

化によるものも大き

いと考えます。 

仙台のさくらの開花は早まってい

ます。 

(1927-2007 年からの換算) 

仙台の年平均気温は、

長期的には 100 年あ

たり 2.2℃の割合で上

昇(1927-2009 年)から

の換算。都市の気温の
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仙台のさくらの開花は早まってい

ます。 

(1927-2007 年からの換算) 
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温室効果ガス削減のために厳しい努力をしても、今後数十年は温暖化の影響は避け

られず、温暖化をもたらす原因に直接働きかける「緩和」に加えて、既に起こりつつ

ある、又は起こりうる温暖化の影響に対して、人間社会から調整する「適応」も重要

であるとされている。 

適応の実施に当たっては、それぞれの地域の、温暖化を含む気候変動による影響の

受けやすさである「脆弱性」を評価し、緊急性や重大性を考慮して、効果的・効率的

に対策を進めていくことが重要である。 

想定される分野別の適応の例 

・食料：品種改良、耕作システムの変更 等 

・水環境・水資源：節水、水の再生利用 等 

・自然生態系：保護区の設定 等 

・沿岸域：護岸・防潮堤等の整備、ハザードマ

ップの作成・活用促進 等 

・健康：感染症早期予測、ワクチン開発 等 

 

高温耐性品種の開発、普及     海面上昇の影響を考慮 

（福岡県 元気つくし）      した高潮提（オランダ） 

私たちにもできる適応 

・災害への適応：家屋の補強、ハザードマップ

の活用、自主防災組織への参加 等 

・暑熱への適応：打ち水、緑化、リフォーム 等

・感染症への適応：手洗いの習慣 等 

 

緑のカーテン（北六番丁小学校） 

 

 世界における取組み 

   1985 年の国連環境計画(UNEP)の主催で、科学者による初の地球温暖化に関する国

際会議となった「フィラハ会議」を皮切りに、1992 年のブラジル・リオデジャネイロ

において、国連環境開発会議（地球サミット）が開催された。この地球サミットでは

人類共通の課題である地球環境の保全と持続可能な開発の実現のための方策が話し合

われ、「気候変動に関する国際連合枠組条約」の署名が開始された。1997 年には、京都

市で開催された第３回締約国会議（COP3）で、2010 年前後の削減目標を定めた「京

都議定書」が採択され、2002 年に日本が京都議定書に批准、2005 年には京都議定書が

発効した。 
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先進国同士でプロジェクトを行い、その結果生じた排出削減量（または吸収増大量）に基づい

て発行されたクレジットをプロジェクト参加者間で分け合う制度。共同実施で発行されるクレジ

ットを ERU（ Emission Reduction Unit ）といい、排出枠として活用が可能。 

（2）クリーン開発メカニズム（CDM: Clean Development Mechanism） 

先進国が発展途上国と協力してプロジェクトを行い、その結果生じた排出削減量（または吸収

増大量）に基づいて発行されたクレジットをプロジェクト参加者間で分け合う制度。クレジット

名は CER （ Certified Emission Reduction ）といい、排出枠として活用可能。 

（3）排出量取引（ET: Emissions Trading） 

先進国の間で、排出枠の獲得・取引を行う仕組みのこと。炭素クレジットを 1t-CO2 単位で取

引する制度で、割当量単位のほか、CER、ERU、また吸収源活動による吸収量も取引可能。 

 ３つの京都メカニズム 

（1）共同実施（JI: Joint Implementation） 

先進締約国に対し、2008～12 年の第一約束期間における温室効果ガスの排出を 1990

年比で、5.2％（日本 6％、EU8％など）削減することを義務付けている。また、「共同実

施」、「クリーン開発メカニズム」、「排出量取引」の３つのメカニズムを京都メカニズムと

いい、各国の削減目標達成の柔軟性措置のために、盛込まれた。 

京都議定書 

   2007 年にドイツで開催された G8 ハイリゲンダム・サミットでは、地球温暖化問題

への取組が最重要課題の１つとして取り上げられ、2050 年までに世界規模での温室効

果ガスの排出量を少なくとも半減するという我が国等の提案を真剣に検討することと

された。2008 年には、北海道洞爺湖サミットで、G8 は、全ての先進国間で排出量の

絶対的削減を達成するため、野心的な中期の国別総量目標を実施することで合意した。

2009 年９月の国連総会の場において鳩山首相は、すべての主要国の参加による意欲的

な目標の合意を前提に、1990 年比で 2020 年までに 25％削減をめざすことを表明した。 

2009 年 12 月にデンマークのコペンハーゲンで開催された COP15 では、2012 年に

期限が切れる京都議定書の次の温室効果ガス排出削減の枠組みについて検討されたも

のの合意には至らず、2010 年にメキシコ・カンクンで開かれる COP16 において引き

続き検討されることとなっている（2010 年 11 月現在）。 

 

日本における取組み 

京都議定書では、我が国について 2008 年から 2012 年までの期間に温室効果ガスの

６％削減が法的拘束力のある約束として定められている。2008 年度の温室効果ガスの

総排出量は、12 億 8,200 万トンであり、 京都議定書の規定による基準年（二酸化炭

素、メタン、一酸化二窒素 は 1990 年度、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロ

カーボン、六フッ化硫黄 は 1995 年）の総排出量と比べると、業務その他部門、家庭
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部門などからの排出量が増加したことなどにより、総排出量としては 1.6%上回ってい

る。今後、各部門において、各主体が、現行対策に加え、森林吸収源、海外で実施し

た温室効果ガスの排出削減量等を、自国の排出削減約束の達成に換算することができ

る京都メカニズムを含めた対策・施策に全力で取り組むことにより目標達成を目指す

こととしている。 

 
 

2008 年度（平成 20 年度）温室効果ガス排出

量（環境省）  

 

「京都議定書目標達成計画の評価・見直しに関する最終報告」では、排出量の伸び

続けている業務部門・家庭部門への対策を抜本的に強化することが必要であるとされ

ており、京都議定書の６％削減目標の達成を確実にするために、 

 [1]最終報告に盛り込まれた追加的削減効果を確実に担保すること、 

 [2]既存対策の対策下位ケースから対策上位ケースへの更なる底上げを確保する等、

追加的削減効果の上積みを実施すること、 

 [3]既存対策を不足なく確実に実施すること、 

が不可欠な状況にあるとして、そのために必要な諸施策の導入を図るため、地球温暖

化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）が平成 20 年に改正され、温室

効果ガス算定・報告・公表制度の見直しや地方公共団体実行計画の充実が定められた。 
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出展 環境省 

 

さらには「新成長戦略」（基本方針）の６つの戦略分野の 1 つとして、「グリーン・

イノベーションによる環境・エネルギー大国戦略（日本型低炭素社会の構築）」を位置

付けるなど、低炭素化への取組みが急速に進展しつつある。 

また、地球温暖化対策基本法の制定作業が進められており、その重要な基本施策と

して、国内排出量取引制度の創設、地球温暖化対策のための税の検討その他の税制全

体の見直し、再生可能エネルギーに係る全量固定価格買取制度の創設などが掲げられ、

あらゆる政策を総動員した、地球温暖化対策の基本的な方向性が検討されている。 
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これまでの仙台市の取組み 

  ○温室効果ガスの排出量 

   本市では平成 7 年 9 月に仙台市地球温暖化対策推進計画を策定、平成 14 年 5 月に改

定し、「2010 年度において本市域における温室効果ガスの市民１人当たりの排出量を

1990 年度比 で７％削減する」という目標を掲げて施策の推進にあたってきた。しかし

市民１人当たりの排出量では、1990（平成２）年度の 6.44t-CO2/人に対し、2005（平

成 17）年度は 7.12t-CO2/人と、部門別では運輸部門と民生部門で大きく増加しており、

目標達成は困難な状況となっている。 
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※データの解析について 

 これまで、本計画（平成 14 年改定版）では、種々の統計資料等を使用して、目標である１

人当たりの温室効果ガス排出量などの指標を把握してきたところである。平成 20 年に改正さ

れた地球温暖化の対策の推進に関する法律では、毎年の区域ごとの温室効果ガス排出量の公

表の義務化などが規定され、これに伴い算定のためのマニュアルの整備等が行われた。この

ため、本市においても推計方法を見直し、2005 年度以降の排出量について新たに推計を行っ

ている。 

 

 ○主な変更点 

 旧推計方法 新推計方法 
積算方法
ベース 

「地球温暖化対策地域推進計画策定
ガイドライン」第２版（平成 15 年６
月） 

「地球温暖化対策地方公共団体実行
計画（区域施策編）策定マニュアル」
第１版（平成 21 年 6 月） 

手法 各種統計資料を基に、積上・按分す
るなどして推計 

主要事業所への個別照会や、より詳
細な統計資料の使用等により、按分
の精度を向上 

排出係数 エネルギー種類別二酸化炭素排出係
数については、固定(例：電力排出係
数 0.357kg-CO2/kWh) 
※平成 12年 9月環境庁温室効果ガス
排出量算定方法検討会 

電力、都市ガスなどの排出係数は、
毎年度、国や事業者が公表する係数
を当該年度に使用 

 

 ○2005 年度における新旧推計方法による排出推計値の比較（単位：千 t-CO2） 

 産業 運輸 
民生 

家庭 

民生 

業務 

ｴﾈﾙｷﾞ

ｰ転換 
他 

その他 

ガス 
合計 

旧推計 1,895 2,358 1,296 1,287 97 128 237 7,296

新推計 2,555 2,132 1,609 1,641 95 91 217 8,338

＜相違の理由＞ 

・産業部門、民生部門については、電力の二酸化炭素排出係数（0.357（旧推計）→0.510
（新推計)）kg-CO2/kWh の見直しが大きく影響した。 

・省エネ法対象工場・事業場からの排出量について、同法に基づく報告値を活用すること

が可能となった結果、産業部門において、大幅な数値の増加があった。 
・運輸部門については、排出原単位（車両 1 台当たりの年間総走行距離等）の地域別の数

値が活用できるようになり、その結果、数値の減少があった 

 

一部データについては 2005 年度前後において連続性がなくなる場合もあったため、本計画

においては原則として、過去（1990 年）からの経過には旧推計方法によるデータを、他都市

との比較や今後の傾向をみるためには新推計方法による最新データを用いて解析することと

している。 
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温室効果ガス分類概念図

廃棄物由来等
メタン

一酸化二窒素

六フッ化硫黄

産業部門

民生家庭部門

民生業務部門

運輸部門

エネルギー転換他

ハイ ドロフルオロカ ーボン

パーフルオロカ ーボン

エネルギー

起源

非エネルギー

起源

二酸化炭素

温室効果

ガス

二酸化炭素の地球温暖化への影

響を１とした場合の各ガスの相対

的な影響の強さを表す「地球温暖

化計数」を乗算し、二酸化炭素以

外のガスを二酸化炭素として換算

その他

ガス

 

 

 本市では、以下のような区分で温室効果ガスの排出を区分している。 

 部門 概要 

産業 

 

農林水産業、製造業（工場）、鉱業、建設業における燃料・電

力の使用に伴う排出。 

運輸 

 

自動車、船舶、航空機、鉄道における燃料・電力の使用に伴う

排出。自動車は、自家用のものも全て含む。 

エネルギー

起源 

民生家庭 家庭における燃料・電力の使用に伴う排出。自家用自動車から

の排出は、運輸部門で計上。 

民生業務 事務所・ビル、商業・サービス業施設に加え、中小製造業（工

場）の一部における燃料・電力の使用等に伴う排出。 

発電所におけるエネルギー転換のための燃料使用に伴う排出。

自家用発電や産業用蒸気は含まない。 

※エネルギー転換他と表記した場合の「他」に相当する部分 

水道、下水道等の市の事業に伴う排出及び公衆路街路灯使用に

よる排出。市立病院は民生業務、市営地下鉄等は運輸部門で計

上。 

非エネルギ

ー起源 

その他ガス 廃棄物の焼却に伴う二酸化炭素、自動車の走行に伴う一酸化二

窒素などの排出。 

エネルギー

転換（他）

温室効果ガスの排出区分 
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全国と本市を比較すると、産業部門の割合が低く、運輸・民生部門が高い傾向があり、

この２分野が今後の対策の大きな課題となることが考えられる。 

全国と仙台市の部門別エネルギー起源
二酸化炭素排出量（2007年度）

6.8%

38.4%
33.9%

20.1%
26.0%

19.9% 19.9%

14.8% 18.3%

1.9%0%

20%

40%

60%

80%

100%

全国 仙台市

民生家庭

民生業務

運輸

産業

エネルギー転換他

12億1,800万t-CO2 800万t-CO2

 
 

○温室効果ガスの種類別の排出量 

 温室効果ガスには、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、

パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄の６種類があり、二酸化炭素には化石燃料の燃焼に

より発生するもの（エネルギー起源）と工業プロセスや廃棄物の燃焼により発生するもの

（非エネルギー起源）がある。温室効果ガスのほとんどはエネルギー起源二酸化炭素であ

る。 

仙台市の温室効果ガス排出量

非エネルギー起源二酸
化炭素

1.5%

メタン、一酸化二窒素、
フロン類

1.4%

エネルギー起源二酸化
炭素
97.1%

2007年度
約8,230千t-CO2
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○燃料種別のエネルギー起源二酸化炭素排出量 

 燃料種別に二酸化炭素排出量を見ると、電力が最も多く、用途としては、電化製品、照

明、動力などの使用によるものが考えられる。次いで、ガソリンが多く、自動車の利用に

よるものがほとんどである。 

仙台市の燃料種別ｴﾈﾙｷﾞｰ起源二酸化炭素排出量

電力
40%

ガソリン
13%

オフガス
12%

軽油
10%

灯油
4%

その他
6%

都市ガス
7%

B・C重油
8%

2007年度
約800万t-CO2

 

※オフガス：石油精製装置か
ら発生する水素、メタン、エ
タンを主体とする混合ガス 

○部門別の排出量 

 ・産業部門 

産業部門の排出量を業種別に見ると、石油・石炭製品製造業と鉄鋼業の業種で 64%

（2007 年度）を占めている。この２業種の工場や事業場は、エネルギー使用量の合計が

1,500kl/年を超えており、エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54 年法律第 49

号。以下「省エネ法」という。）のエネルギー管理指定工場として指定を受け、エネルギ

ー使用量の報告や削減の計画策定などを行うこととなっている。 

なお、平成 20 年５月に省エネ法が改正され、事業者単位（企業単位）のエネルギー管

理義務を導入、フランチャイズについても一事業者として捉え、事業者単位の規制と同

様の規制を導入するなど、対策が強化された。 

仙台市の産業部門の業種別二酸化炭素排出量

石油・石炭製品
製造業

43%

鉄鋼業
21%

その他
10%

建設業・鉱業
7%

出版・印刷・同関
連
6%

化学工業
4%

窯業・土石製品
5%

食料品
4%

2007年度
約271万t-CO2
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・運輸部門 

運輸部門の温室効果ガス排出量のうち、自家用車や貨物自動車等の自動車からのもの

が約８割を占めている。本市の自動車保有台数は 2007 年をピークに高いレベルを維持し

ており、燃費のよい自動車への乗り換え、二酸化炭素排出の少ない地下鉄・バス等の公

共交通機関の利用促進が喫緊の課題である。 

仙台市の運輸部門の交通機関別二酸化炭素排出量

自動車
83%

船舶
14%

鉄道
3%

2007年度
約208万t-CO2

 

仙台市の自動車保有台数の推移
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１人当たり自動車保有台数の政令市比較（2008）
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・民生家庭 

 民生家庭部門では、電力の使用割合は約６割と最も多い。電力、都市ガス、灯油、LPG

の使用による二酸化炭素排出量を本市と全国で比べると、本市では灯油、都市ガスの使

用割合が高く、冬場の暖房対策、断熱性の向上、給湯器の性能向上等も効果的であるこ

とが想定される。 

民生家庭部門における１人当たりの
燃料種別二酸化炭素排出量（2007年度）

867 917

246 170

240 211

72 109

0

500

1,000

1,500

仙台市 全国

kg-CO2/人

LPG

灯油

都市ガス

電力

1,425kg-CO2/人 1,406kg-CO2/人
 

 

 ・民生業務 

  民生業務部門では、第３次産業が多いという本市の産業構造を反映して、事務所、卸・

小売業からの排出がほとんどとなっている。燃料種別では、電力の割合が民生家庭部門

よりさらに高いが、スポット的に他の燃料の割合が高いものもあり、面的な省電力対策

と点的な高効率機器の導入や温室効果ガス排出の少ない燃料への切り替えが有効になる
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ものと考えられる。 

仙台市の民生業務部門の業種別二酸化炭素排出量（2007）
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 ・その他ガス 

  廃棄物の焼却による二酸化炭素、メタンやハイドロフルオロカーボン等の排出につい

ては、温室効果ガス全体に対する割合は小さいところである。資源循環の観点からのご

み減量等の ３Ｒ
スリーアール

推進、オゾン層の保護の観点からのフロン類の回収など、他の対策との

協調により、温室効果ガスの削減も期待される。 

 

表 非エネルギー起源の温室効果ガスの排出量（2007） 

項目 排出量（t-CO2） 

二酸化炭素 一般廃棄物の焼却 78,206 

二酸化炭素 産業廃棄物の焼却 43,919 

一酸化二窒素 産業廃棄物の焼却 23,400 

一酸化二窒素 自動車の走行 23,254 

メタン 埋立処分 13,267 

メタン 水田 12,634 

ハイドロフルオ

ロカーボン 
自動車用エアコン（使用時） 11,205 

  その他      28,745 

  合計 234,629 

      ※端数処理のため合計は一致しない 

 

○近年の傾向 

  温室効果ガスの近年の傾向としては、ほぼ横ばい又は若干の減少傾向が見られる。電

16/ 57 



力の排出係数、景気の変動、猛暑や暖冬等の影響を強く受けるため、今後も注意深く傾

向を把握する必要がある。太陽光発電やハイブリッド車など近年急速に普及しており、

継続的に地球温暖化対策に取り組んでいくことによって、それらの効果が徐々に出てく

るものと思われる。 

仙台市の温室効果ガス総排出量
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電気自動車／ハイブリッド自動車保有概算値（国内）
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 本市のなすべきこと 

   地球温暖化対策は、エネルギー政策や法的な基準作りなど国が率先して行うものか

ら、国・県・市等が連携して行うものまで、非常に幅広くなっている。本市としての

役割、行うべきことを次の３つの視点から整理する。 

   

  ○個性ある仙台として 

    本市は、自然環境が調和した「杜の都」として広く知られ、自然と共に暮らすそ

の姿は、持続可能な低炭素都市となるヒントにあふれている。再生可能な杜の資源

が都市の中を循環し、効率的な都市機能の配置によって効率的なエネルギー利用や

自然との調和が確保されるなど、これからも杜の都の本質を変えることなく、しか

もこれからの時代に即した個性ある都市づくりに取り組む。 

   

○地域をつくり、市民等に近い自治体として 

本市においても、生態系の変化、ヒートアイランド現象による熱帯夜の増加、突

発的な洪水など、地球温暖化による影響が現れ始めている。私たちの住む地域環境

を安全、快適なものにしていくことは、行政としての基本的責務である。 

    また、市民等に最も近い自治体として、低炭素型のライフスタイルやビジネスス

タイルへと無理なく自然に移行できるよう、意識啓発や社会の仕組みづくりなどに

取り組んでいかなければならない。 

 

○温室効果ガス排出の多い都市として 

    温室効果ガスの大半を先進国が排出（2008 年の世界のエネルギー起源二酸化炭素

排出量に占める京都議定書義務付け対象国及び米国の割合は約 46％）している。そ

の大きな排出源である都市のひとつである本市も、温室効果ガスの削減を積極的に

図る重大な責務を負っていることはいうまでもない。低炭素化を進めていく中で、

世界に発信、貢献できるような取組みを進めていくことが望まれる。 

 

計画の改定に当たって 

2002 年に改定した仙台市地球温暖化対策推進計画は、2010 年に計画期間満了を迎え

る。状況は厳しいものの、地球温暖化による問題の深刻化、解決に向けた大きな責任、

本市の役割を踏まえ、本市の環境に関する基本計画である、杜の都環境プラン（仙台

市環境基本計画）で掲げる低炭素都市の構築に向け、総合的な施策展開、実効的な計

画の推進を図るべく、ここに計画を改定するものである。 
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第２章 計画の基本的事項 

計画の位置づけ 

 ○地球温暖化対策の推進に関する法律 

   本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第 20 条の３第 1 項に定める「京都

議定書目標達成計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温

室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する

計画（「地方公共団体実行計画」）」で、地球温暖化対策の推進に関する法律第 20 条

の３第３項に定める「その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の

抑制等を行うための施策」に関し定めたものである（地球温暖化対策地方公共団体

実行計画（区域施策編））。 

   

○地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）に定めるべき事項 

１ 太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって、その区域の

自然的条件に適したものの利用の促進に関する事項 

２ その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う

活動の促進に関する事項 

３ 公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化

の推進その他の温室効果ガスの排出の抑制等に資する地域環境の整備及

び改善に関する事項 

４ その区域内における廃棄物等の発生の抑制の促進その他の循環型社会の

形成に関する事項 

 

なお、本計画と連携して温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう都市計画、

農業振興地域整備計画その他の温室効果ガスの排出の抑制等に関係のある施策につ

いて、当該施策の目的の達成との調和を図ることとされている。 

 

 ○杜の都環境プラン（仙台市環境基本計画） 

   仙台市環境基本条例（平成８年仙台市条例第３号）第８条に定める、環境の保全

及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進する環境基本計画の低炭素都市づ

くり（地球温暖化対策）に関する個別計画として本計画を位置づける。 

 

計画期間 

  本計画の計画期間は、杜の都環境プランとの整合性を図るため、平成 23（2011）年度

～32（2020）年度とする。 

  なお、計画期間中においても、社会情勢の変化や科学技術の進展、科学的知見の集積
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などを踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行う。特に、計画期間の半ばにおいては、

毎年度の評価に加え、計画の中間評価を行う。 

  

 

計画の対象とする温室効果ガス 

  地球温暖化対策の推進に関する法律の規定と同様に、以下の６種類の温室効果ガスで、

本市域から排出されるものを対象とする。 

１ 二酸化炭素 

２ メタン 

３ 一酸化二窒素 

４ ハイドロフルオロカーボンのうち政令※で定めるもの 

５ パーフルオロカーボンのうち政令※で定めるもの 

６ 六フッ化硫黄 

 

 ※政令 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 

 

（参考） 各温室効果ガスの発生源 

温室効果ガスの種類 主な発生源 
二酸化炭素（CO2） 石炭、ガソリン、重油、都市ガス等化石燃料の燃焼、

セメントやアンモニア等の製造等 
メタン（CH4） 石炭の採掘、水田における稲の栽培、家畜の腸内発酵

やふん尿処理、廃棄物の埋立処分等 
一酸化二窒素（N2O） 燃料の燃焼、アジピン酸や硝酸の製造、化学肥料・有

機肥料の使用等 
ハイドロフルオロカーボン（HFC） スプレー製品の噴射剤、カーエアコンや冷蔵庫・冷凍

庫の冷媒等 
パーフルオロカーボン（PFC） 半導体洗浄、アルミニウムの生産等 
六フッ化硫黄（SF6） 変電設備に封入される電気絶縁ガスや半導体洗浄等 
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計画の構成 

第１章 計画改定の趣旨と背景 

 地球温暖化の現状や背景を把握し、世界、日本の動きの中で本市としてなすべきこと

を導出する。 

第２章 計画の基本的事項 

計画の位置づけや計画に盛り込むべき要素を整理し、計画をよりわかりやすく、実効

あるものする。 

第３章 計画の目標 

 上位計画である総合計画、杜の都環境プランに即し、関連する計画と連携し、地球温

暖化対策の観点から目指すべき姿を捉え、具体的な数値目標を設定する。 

第４章 実施施策 

 目標実現に向け、本市が実施すべき施策を体系的に整理する。 

第６章 重点プロジェクト 

 本市が実施する施策（第４章）と市民等に行っていただきたいこと（第５章）の両者

の視点から、施策をパッケージ化することによって、施策のメリハリある実施、検証を

伴う実効的な施策の推進を図り、計画全体を推進するエンジンとしての役割を持たせ

る。 

第５章 行動の指針 

 市民・事業者・民間団体等に低炭素都市づくりの観点から市民・事業者・民間団体等

と本市とが連携・協働し、本市が実施する施策と歩調を合わせることによって、低炭素

都市づくりの一層の推進を図る。 

第７章 計画の推進 

 計画を実効的に進めるため、推進体制、評価見直し、必要な措置等を定める。 
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第３章 計画の目標 

長期的な目指すべき姿 

  ○杜の都環境プランにおける環境都市像 

    杜の都環境プラン【改定版】概要版パンフレットより 

   杜の都環境プランでは、目指すべき都市像を『「杜」と生き、「人」が活きる都・仙

台』とし、その１つに低炭素都市を掲げており、本計画はその実現を図る主役となる

ものである。 
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○目標 

 杜の都環境プランの低炭素都市づくりにかかる目標として設定されている次のものを、

本計画の目標として設定する。 

 

 2020 年度における市域の温室効果ガスの総排出量を、2005 年度比で 25％以上削減する 

 

・目標設定の考え方 

 現在国で想定されている施策は、国レベルでの法的な規制や枠組みづくり、地方自治

体による家庭での省エネ行動の普及啓発など、国と地方自治体が連携して行うことによ

って、その効果が期待されるものである。これにさらに本市独自の施策を積み重ねるこ

とにより、長期的な目標に向けて十分な削減量であり、かつ実行可能な目標として設定

されたもの。 

 ただし、本目標は国内対策 15%ケースを想定しているものであり、今後明らかにされ

る国の施策の内容を精査した上で設定する。 

 

2005年度 
実績値 

温室効果ガス 

排出量 

2050年度 
（８割削減） 

2020年度 
目標値

2050年度８割削減のための
2020年度における排出量目安 

 

将来推計に基づく2020年度の減少量
＋ 

国等と連携して行う仙台市での削減見込み 
＋ 

仙台市独自施策による削減の効果 
25％の削減 

※ 国の国内対策（真水）分を15%
と想定。最終的な目標値は、今後
明らかとなる国の対策等を踏ま
えて精査を行った上で設定 
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＜目標設定の具体的手順＞ 

地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）策定マニュアルで推奨されてい

る設定手順を参考に以下のような方法で行った。 

  ○長期的な削減目標 

   地球温暖化対策の究極的な目的として「気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼす

こととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させること」を達

成するためには、排出される温室効果ガスの量と吸収される温室効果ガスの量とが均

衡し、地球の大気中の温室効果ガスのストックとしての量が変化しない状態にする必

要がある。 

   このため、「世界全体の温室効果ガス排出量を 2050 年までに現状比半減」すること

は、ほぼ世界共通の認識となっており、我が国では、低炭素都市づくり行動計画（平

成 20 年７月）において「2050 年までの長期目標として、温室効果ガス排出量につい

て現状から 60~80%の削減を行う」ことを閣議決定しており、本市においてもこれを踏

まえて目標を設定する。 

 

  ○脱温暖化のための将来あるべき姿に必要な目標 

   温室効果ガス排出量を、2005 年度比で毎年一定量の削減により 2050 年に 80%削減

するとした場合、2020 年度の排出量は約 610 万ｔ-CO2（2005 年度比削減率約 27%）

となり、これが１つの目安となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 仙台の冬

は 長期

仙台のさくら

ます

仙台の年平均気

2050 年度８割削減のための
2020 年度における排出量目安

2050年度 
（８割削減） 

長期的には 100

2020年度 

温室効果ガス 

排出量 

2005年度 
実績値 
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○温室効果ガスの排出量の将来推計（現状趨勢） 

 目標年度（2020 年度）において、追加的な対策を行わない場合の、人口の増減、経済成

長等を加味した将来推計を行う。この将来推計の値と目標値の差が必要な削減量となる。 
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2050年度 
（８割削減） 将来推計

2020年度 

2050年度８割削減のための
2020年度における排出量目安

将来推計に基づく
2020年度の総排出量 

温室効果ガス 

排出量 

2005年度 
実績値 
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○施策効果の積み上げ 

 国立環境研究所が「AIM/Enduse[Japan]による 2020 年排出削減に関する検討 ～対策

技術の諸元について～タスクフォース版」（2020 年２月 10 日）では、2020 年度の温室効

果ガス排出量を 1990 年度比で 10％削減、15％削減、20％削減の３つのケース（以下「国

10％ケース」、「国 15％ケース」、「国 20％ケース」と表現）で、個別対策の実施量を変えて、

個別施策による削減効果を試算している。 

また、平成 22 年３月には「地球温暖化対策に係る中長期ロードマップの提案～環境大臣 

小沢鋭仁 試案」（パブリックコメント募集中 2010 年 11 月現在）が発表されるなど、現

在国では 1990 年比で 2020 年までに 25％削減するため、そのうちの国内対策（真水分）の

割合も含め様々な施策の検討が行われている。 

ここでは、エネルギー対策など他の政策とのバランス等を参考に、個別対策等の実施量

を、タスクフォース版のうち国内対策 15％削減ケースに基づいて想定することが適当と判

断し、本市における削減効果を試算した。将来推計にこの削減効果を加えると、2020 年度

の排出想定量は約 630 万 t-CO2となり、2005 年度比の削減率は約 24%となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050 年度８割削減のための
2020 年度における排出量目安

2005年度 
実績値 

2050年度 
（８割削減） 

温室効果ガス 

2020年度

排出量 

削減見込み 
仙台市における

○目標の設定 

長期的な目標の実現に向け、十分な削減量であり、国、県等と連携しながら着実に削減

し、さらに仙台らしい取組みを加えることによって実現可能なものであるものとして、

「2020 年度における市域の温室効果ガスの総排出量を、2005 年度比で 25％以上削減する」

ことを目標として設定した。 
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第４章 実施施策 

施策の体系 

 「杜」と生き、「人」が活きる都・仙台の実現を目指し、温室効果ガス 25%を削減する

ためには、まちづくりから日常生活における省エネ行動の推進まで、本市が行うべき施

策は多岐に渡る。ここでは、中期的な目標達成のみならず、長期的な削減に向けて必要

な土台作りなど、低炭素都市づくりに必要な施策を体系的に整理する。 

 

１ 杜の都の資産を十分に生かしながら、低炭素の面からまちの構造・配置を 

最適化する 

○都心、地域拠点、駅周辺等のそれぞれの役割に応じた機能の配置 

○自然を生かし、エネルギー利用が最適化された地域の形成 

○杜の都の緑の資源の確保 

○気候変動によるリスクを軽減するまちづくり 

○適正な配置や構造の誘導 

 

２ 集約型市街地形成を支える、低炭素型の交通システムをつくる 

○鉄道軸を骨格とする公共交通体系の構築 

○環境負荷の少ない交通手段の確保と利用促進 

 

３ 未来につなぎ、未来をつくる低炭素技術の賢い選択を促し、普及を図る 

○省エネ機器の普及・利用促進 

○再生可能エネルギーの利用拡大 

○建築物の省エネ化 

○フロン類等の排出削減の徹底 

 

４ 資源循環社会形成への取組みを更に進める 

○ ３Ｒ
スリーアール

の推進、焼却処理量の削減 

○廃棄物処理における温室効果ガスの削減 

 

５ 先人に学び、行動する人を育て、無理なく取り組まれる社会の仕組みをつくる 

○低炭素型のライフスタイル・ビジネススタイルを誘導する仕組みづくり 

○低炭素型のライフスタイル・ビジネススタイルへの意識向上及び行動促進 

○低炭素な技術・産業の育成 
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１ 杜の都の資産を十分に生かしながら、低炭素の面からまちの構造・配置を最適化する 

  私たちの「杜の都･仙台」で長い間培われてきた豊かな自然環境を、今後の都市のあり

方として積極的に生かしながら、移動距離が少なく効率的な活動が行われるまちの構

造・配置を低炭素化に向けた視点から積極的に計画し、最適化を図る。 

 

○都心、拠点、駅周辺等のそれぞれの役割に応じた機能の配置 

   市街地の拡大を抑制し、業務、商業、居住などの都市の機能を、地域のそれぞれの

役割に応じて適切に配置することによって、移動距離が少なく、効率的なエネルギー

利用が図られるまちをつくる。 

    ・東北の中枢都市にふさわしい商業・業務・居住などの多様な都市機能の集積と

高度化など、集積を活かした効率的なエネルギー利用が図られるよう、都心部

の都市機能の強化・拡充を図る。 

    ・泉中央及び長町地区に配置する広域拠点、仙台港周辺の国際的な経済、物流、

交流機能の集積、青葉山周辺地区の研究開発拠点、学術文化交流機能を集積す

るなど、都心と機能を分担した拠点の機能強化・充実を図る。 

    ・東西線沿線は地域特性や多様な資源を活かし、南北線沿線は広域拠点を補完す

るなど、公共交通の利用促進が図られるよう、都市軸周辺への居住を推進しな

がら、都市軸の形成を図る。 

    ・郊外区域において、地域住民と協働しながら、暮らしを支える都市機能を維持

し、多様なライフスタイルに対応できる市街地の形成を図ります。 

    ・公共交通の利便性向上といった視点等から都市計画道路網の見直しを行い、駅

へのアクセス道路やバスの走行性を高める道路などの整備を進めることにより、

公共交通を中心とした将来都市構造の形成に資する新たな道路網を構築する。 

 

○自然を生かし、エネルギー利用が最適化された地域の形成 

   山林、農地、河川など本市の多岐に渡る自然環境を、高効率で利便性の高いエネル

ギーシステムとしてより多くの人が活用できるようにするなど、環境調整機能を最大

限に生かし、エネルギー利用が最適化された地域を形成する。 

    ・市域の大気の浄化や気候緩和の調整機能を有する東部田園地域や河川などを保

全するとともに、適切な建物の配置や空間を確保し、自然を生かしたまちづく

りを進める。 

    ・透水性舗装、駐車場舗装面の緑化や芝生による地表面被覆の改善、通風の確保、

ビルの屋上や壁面の緑化、都市内の緑化などを実施し、ヒートアイランド現象

の緩和を図る。 

    ・コージェネレーション（熱電併給）システムや地域冷暖房など、地域で活用で
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きる高効率なエネルギーシステムの導入を促進する。 

・再生可能エネルギーなどによる小規模で分散型の電源の有効活用のため、電力

を融通しあい効率よく利用するためのスマートグリッド・スマートコミュニテ

ィの技術の活用を検討する。 

 

○杜の都の緑の資源の確保 

   二酸化炭素吸収効果の高い森林環境を保全するとともに、生物多様性の向上や水循

環の確保など森林の機能を最大限に発揮するよう、維持管理活動を支援することによ

って、その環境価値の向上を図る。 

    ・森林資源の適切な利用量や有効な活用法、森林の持つ様々な機能等の基礎的な

情報を把握するため、本市の森林の二酸化炭素の吸収・固定能力の調査・評価

を行う。 

    ・森林環境の維持管理活動や林産物の生産・販売等の支援、地域産材を活用した

建築物の木造化・木質化の推進に努める。 

・森林保全の関係法令を厳正に運用し、豊かな森林環境の保全を図る。 

 

○気候変動によるリスクを軽減するまちづくり 

  既に顕在化しつつある又は今後十分に予想される気候変動の影響により、致命的な

被害や経済的損失を回避するため、予見的かつ計画的に気候変動によるリスクを軽減

するまちづくりを進める。 

   ・気候変動による生物の生息・生育環境喪失のリスクを軽減するため、動物の移

動経路や生態系間のつながりを確保する緑地や河川等によるネットワーク化を

進める。 

・集中豪雨等による被害軽減のため、雨水の流出抑制施策による水循環の改善、

また下水道の整備による速やかな排水対策を進める。 

・河川の氾濫や土砂災害防止のため、森林や河川の環境整備や維持管理を適切に

行い、保水力の向上を図る。 

 

○適正な配置や構造の誘導 

   行政が関与する手続きや制度を活用するなどして、まちづくりが低炭素型のものと

なるよう、都心等への市民の居住や事業者の立地の積極的な誘導を行う。 

・都市計画提案制度や総合設計制度、環境影響評価制度等において土地利用にお

ける環境配慮の指針を活用するなどして、住民や事業者が行うまちづくりが低

炭素型になるよう誘導する。 

・都心において、暮らしを支える生活利便施設の立地の誘導、高密度な居住空間

の形成の推進、住み替え支援体制の構築などにより、魅力や利便性を活かした
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都心居住の推進を推進する。 

２ 集約型市街地形成を支える、低炭素型の交通システムをつくる 

  集約型の都市の要であり都市交通の軸となる鉄道及びこれと結節するバス路線網を整

備するなど、環境への負荷が少なく、快適性、利便性、安全性を兼ね備えた利用価値の

高い公共交通中心の交通体系を構築し、より環境負荷の少ない交通手段が選択されるよ

う市民、事業者に促す。 

 

○鉄道軸を骨格とする公共交通体系の構築 

  二酸化炭素排出の少ない十字型の鉄道を軸として、集約型の都市に適した安全・安

心・快適・便利に利用できる公共交通を中心とするエネルギー効率の高い交通体系を

構築する。 

・十字型の「都市軸」を形成するため、都心と広域拠点を結んでいる南北線に加

え、西部の学術研究機能と東部の産業機能など多様な都市機能を集積・連携す

る東西線を整備する。 

・定時性・速達性が高く環境負荷の低い鉄道への乗り継ぎができるようバス路線

を再編する。 

・駅前広場やパークアンドライド駐車場、駐輪場を整備するなど鉄道の利用を促

進する駅の結節機能を強化する。 

・バス乗降場の集約化や交通機関相互の乗り換え機能向上など、利用者が公共交

通を便利と実感できるよう仙台駅東西の駅前広場の機能を強化する。 

・仙台駅周辺など交通機関が集中する場所では、渋滞を招かないように留意しな

がら、バス乗降場の集約化や交通機関の相互乗り換え機能の向上させるなど、

利用者にとってのわかりやすさと利便性の向上を図る。 

・鉄道とバスが連携した乗継割引制度等の拡充や、利用しやすい乗車券サービス

の提供・運賃のあり方を検討するなど、公共交通の利用促進を図る。 

・IC 乗車券を導入することにより、バスと鉄道の乗り継ぎをスムーズにするなど、

公共交通の使いやすさを向上させる。また、利用者の利便性の向上につながる

機能についてもあわせて検討する。 

・路線バスの運行サービスが不十分な地区等での乗合タクシーの導入など、市民

協働による生活交通手段の確保のための支援方策を検討する。 

 

○環境負荷の少ない交通手段の確保と利用促進 

公共交通機関や自転車の利用、あるいは徒歩での移動を促すため、安全で快適なま

ちづくりを進める。また、エネルギー効率の高い交通手段の優先的な利用の促進を図

る。 
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・市民、交通事業者、企業などとの協働により、環境負荷の少なさなど、公共交

通の良さを周知し、公共交通の利用者増加を目指すため、モビリティマネジメ

ント（せんだいスマート）を行う。 

・ハイブリッド自動車やプラグインハイブリッド自動車、電気自動車等の次世代

自動車の普及を進めるとともに、更なる普及拡大のための方策を検討する。 

・広い幅員の道路空間を再構成するなど、都心部において回遊性と安全性の高い、

歩いて楽しい空間づくりを進める。 

・都心における自動車利用の適正化と走行環境改善を図るため、都心に流入する

車両から公共交通への乗換え（パークアンドライド）を促進する。 

・建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例（昭和 40 年仙台市条例第

21 号）の緩和等による都心部における必要以上の駐車施設の増加抑制等の検討

を行う。 

・バスの定時性・速達性を高めるため、バスレーンの導入を進める。 

・自転車利用を促進するため、自転車走行環境の改善や駐輪場の整備、コミュニ

ティサイクルの導入などを促進する。 

・公共交通利用と中心部での買い物を結びつける仕組みを検討する。 

・車に頼らなくても日常生活には支障がないことを実感してもらうカーフリーデ

ーの実施に努め、地域の賑わいを創出するイベントストリート（歩行者天国）

など、車の使い方を見直す意識啓発と、人を中心とした賑わいの創出を組み合

わせた取組みの導入について検討する。 

・市外から流入する場合も含め、事業者の、アイドリングストップ等のエコドラ

イブを促進し、次世代自動車等の二酸化炭素排出の少ない車両の導入促進策を

検討する。 

・施策の推進に当たり、関係者の相互連携、取組みの一体的推進を図る体制を確

保し、低炭素面から積極的に働きかけ、推進を図るとともに、中長期的な視点

も踏まえながら、施策の評価・改善を行う。 

・共同配送や共同荷さばき駐車施設の設置などによる交通環境の向上を目指し、

都市内物流の効率化を検討する。 

 

３ 未来につなぎ、未来をつくる低炭素技術の賢い選択を促し、普及を図る 

エネルギー効率の優れている電気自動車等の次世代自動車、家庭用燃料電池等の最新

の省エネルギー機器などの導入促進を図るとともに、太陽光発電をはじめとする再生可

能エネルギーや、これから普及が期待される新たな環境技術について、積極的な利用や

先導的な導入等を図る。 
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○省エネ機器の普及・利用促進 

ライフスタイルや使用目的に応じて、賢く選択できるよう十分な情報を周知するこ

とにより、従来よりも二酸化炭素の排出が少ない省エネルギー機器・設備の普及を進

める。 

・ハイブリッド自動車やプラグインハイブリッド自動車、電気自動車等の次世代

自動車、高効率給湯器、家庭用燃料電池等の最新の省エネルギー機器などにつ

いての情報の集約・発信、相談窓口の設置や導入支援等により普及拡大を図る。 

・市民・事業者が目にしやすい公共施設などに、今後期待される省エネ技術を計

画的な導入に努めるとともに、その効果等を明らかにするなどして、普及拡大

につなげていく。 

・重油等を燃料とする環境負荷の高い設備から、熱量あたりの二酸化炭素や大気

汚染物質の排出の少ない天然ガスを主原料とする都市ガスへの積極的な転換を

促進する。 

・自動車や自転車などの充電に使用できる設備の設置について、市民・事業者と

連携・協力しながら整備を促進する。 

 

○再生可能エネルギーの利用拡大 

本市の自然的条件に適した、太陽光やバイオマス等などの再生可能エネルギーの利

用を拡大する。 

・太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入に関する普及啓発を行い、

さらに、市域における再生可能エネルギーに関する導入可能性について整理し、

大規模な太陽光発電施設の誘致等について検討する。 

・太陽熱を利用した給湯設備、地中熱を利用したヒートポンプ、木質や汚泥等の

バイオマスを利用した発電やボイラーなど、公共施設への先導的導入や設置に

ついて検討し、再生可能エネルギーの利用の拡大に努める。 

・ペレットストーブやバイオマスボイラーの利用に関する普及啓発や、バイオマ

ス資源を産出する森林維持活動の促進等を検討する。 

・食料や飼料の安定供給に配慮しつつ、化石燃料と競争可能なバイオ燃料の利用

促進を図る。 

・市民自らの出資や寄付による、太陽光発電やバイオマス利用施設など再生可能

エネルギーを利用した発電を推進する。 

 

○建築物の省エネ化 

冷暖房や給湯、照明などの設備も含め、低炭素型の都市にふさわしいエネルギー効

率の高い建築物の建築・改修などの普及促進を図る。 

・省エネ法に基づく届出などを活用し、建築物のエネルギー性能の向上を図るほ
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か、省エネルギー性能に優れた建築物の普及促進を図るための効果的な施策に

ついて検討する。 

・建築物の省エネルギーに関する診断や方策導入の提案など、包括的なサービス

を提供する ESCO 事業の公共施設への導入を検討するとともに、民間施設など

への普及を図る。 

・住宅やマンションにおける断熱化や、高効率の給湯・暖房システムなどの導入

などを促進する。 

・市内の一定規模以上のオフィスビルや事業所などに、エネルギー使用量の報告

や削減計画の策定を求めるなど、エネルギー対策が拡充される方策について検

討する。 

・屋外広告物照明等の省エネ化の促進に努める。 

・住宅性能表示制度の活用などにより、省資源・省エネルギー住宅の普及を推進

する。 

・長期優良住宅制度の活用などにより、長寿命化住宅の普及を推進する。 

 

○フロン類等の排出削減の徹底 

生産全廃や排出削減に向けた取組みが進んでいるフロン類（CFC、HCFC、HFC）

やその他の温室効果ガスの使用や排出の削減を進める。 

・フロン類の回収を促進するための周知・啓発活動を実施し、フロン類の回収を

徹底させる。 

・フロン使用製品が適正に使用されるよう適切な情報を提供する。 

    ・ノンフロンを含むより温暖化係数の低い冷媒が使用された製品の導入を促進す

る。 

    ・病院等における麻酔剤（笑気ガス（一酸化二窒素））の適正管理を促す。 

    ・製造工程等におけるパーフルオロカーボンや六フッ化硫黄の適正管理を促し、

代替物の開発・利用に努める。 

 

４ 資源循環社会形成への取組みを更に進める 

  まず廃棄物の発生抑制、次に再使用の取り組みを進めることにより、できるだけ廃棄

物を出さないよう努めたうえで、廃棄物を排出する際には、分別を徹底し、再生利用を

推進する。３Ｒ
スリーアール

の取り組みの後に残った廃棄物については、可能な限り熱回収し、適正

処分する。また、廃棄物の循環システムの構築に当たっては、その適正処理を前提とし

つつ、地域の特性や循環資源の性質等に応じて最適化する。 

 

○ ３Ｒ
スリーアール

の推進、焼却処理量の削減 
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３Ｒ
スリーアール

を推進し、焼却処理量を削減するなど、温室効果ガス排出の低減を図る。 

・家庭では食材の使い切りや廃棄時の水切りに努め、事業では食品リサイクル法

に基づくリサイクルを促進するなど、生ごみの減量・リサイクルを推進する。 

・詰め替え製品の購入や簡易包装を推進するなど、資源を有効かつ大事に使うこ

とについて、引き続き啓発する。 

・廃棄物と資源の分別排出について、認知度が低いと考えられる若年層や中小事

業者に対して、実践につながりやすい啓発に努める。 

・生ごみ、剪定枝などの廃棄物系バイオマスのリサイクル手法を検討する。 

・環境に配慮した商品の製造やグリーン購入の推進に向けた啓発を行う。 

 

○廃棄物処理における温室効果ガスの削減 

廃棄物の適正処理を前提としつつ、その処理の効率化などにより、低炭素社会構

築に資する処理体制を構築し、温室効果ガスの削減を図る。 

・廃棄物収集運搬車両の低公害車導入推進を図る。 

・将来の廃棄物の量などの予測を踏まえ、収集運搬体制の最適化を検討する。 

・既存施設の基幹的設備の改良に当たっては、省エネルギーや高エネルギー回収

に資する設備の導入を検討する。 

・廃棄物の確実な処理を維持しつつ、温室効果ガスをより低減する処理施設の最

適化を検討する。 

・下水汚泥焼却施設において、燃焼の高度化を推進する。 

 

５ 先人に学び、行動する人を育て、無理なく取り組まれる社会の仕組みをつくる 

日常生活や事業活動の中で、温室効果ガスの排出削減に寄与する行動を自然に選択し

ていくような社会の仕組みを整えるとともに、より積極的な行動を促したり、そのよう

な行動が定着したりするような、市民・事業者等への啓発活動を行う。 

 

○低炭素型のライフスタイル・ビジネススタイルを誘導する仕組みづくり 

二酸化炭素の排出削減につながる行動への社会的な評価を高める、経済的なインセ

ンティブ（動機付け）を設ける、などにより、日常生活や事業活動の中での無理なく、

自然に取り組まれる仕組みをつくる。 

・ポイント、割引、特典などのインセンティブ（動機付け）を設け、二酸化炭素

削減に貢献する行動を誘導する。 

・商品・サービスについて、省エネルギー性能や二酸化炭素排出量の分かりやす

い表示など、「見える化（可視化）」の促進によって、二酸化炭素排出の少ない

商品・サービスの選択への誘導を図る。 
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・エネルギー使用量の報告制度などにより、事業者が自ら削減に取り組む行動を

促すとともに、事業者への環境マネジメントシステム導入の促進、必要な助言

等を行う。 

・商品・サービスの購入時等に、その商品・サービスの製造等に伴う二酸化炭素

排出相当分を、間伐などの森林経営や太陽光発電の設置などの二酸化炭素の削

減に資する活動に投資することで埋め合わせをするカーボン・オフセットの取

り組みを普及させるため、啓発イベントの実施や公共事業での導入などについ

て検討する。 

・環境配慮や環境性能の度合いに応じて、商品調達時における優遇措置、開発事

業計画に対する条件緩和措置を設けるなど、各種のインセンティブ（動機付け）

を通じて環境配慮を促進する。 

・省エネルギー対策や新たな環境ビジネスへの支援等を行うため、市民・事業者

のカーボン・オフセットの取り組みなどと連動した枠組みづくり（例えば基金

など）について検討する。 

 

○低炭素型のライフスタイル・ビジネススタイルへの意識向上及び行動促進 

日常生活や事業活動などの中での省エネルギー行動の大切さや、それによる二酸化

炭素の削減効果などについて、市民に分かりやすく伝えることにより、手軽に取り組

むことができる行動のきっかけづくりを行う。 

・小中学校等において、自然環境や地球環境の大切さなどを学ぶ環境教育・学習

を継続的に実施するとともに、環境学習の指導者の育成や小中学校の教員を対

象とする専門的な研修の実施等を行う。 

・小中学校や教育関連施設に、低炭素技術を率先的な導入に努め、環境教育とし

て積極的に活用する。 

・講座やイベント、体験型の学習プログラムの開発、環境教育資材の提供・貸し

出しなど、市民・事業者の環境学習の機会を提供する。 

・低炭素型のライフスタイルを社会に広げ、定着させるため、クールビズ、エコ

ドライブ、冷暖房の適正な温度設定などについての意識啓発を実施する。 

・市民、事業者などにとってわかりやすいホームページの環境ポータルサイトの

充実、先進事例の情報発信、マスメディアも活用した効果的な広報などを行う。 

・本市が設置している「環境交流サロン」を活用し、情報の発信や、環境活動に

おける交流の場・学習拠点としての機能を充実する。 

・環境活動を行う地域の取組みや、市民・事業者・NPO 等が協働して行う取組み

等を支援する。 

 

 ○低炭素型の技術・産業の育成 
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低炭素に関する新たな技術の開発やビジネスの創出、普及のための先導的モデル

の構築など、東北の中枢都市としての本市の特性を生かしながら、社会への組み込

みを図る。 

・環境をテーマとする産学の情報交流やマッチング支援などを促進するとともに、

大学、地域企業、行政の協定の締結等により、環境の保全と創造に向けた連携・

協力体制を強化し、具体的な取り組みを促進する。 

・省エネルギー型製品等の環境に配慮した商品・サービスの地元企業による開発

など、環境と関連したビジネスの創出について検討する。 

・地域単位での特性を生かした取組みや市民協働での活動など、波及効果を持つ

先導的モデルを構築することにより、低炭素ビジネスの創出・振興を図る。 

・ISO14001 やみちのく環境管理規格（みちのく EMS）など、事業活動における

環境負荷の低減に継続的に取り組んでいく環境マネジメントシステムの普及を

促進するとともに、環境に配慮し、ごみの減量・リサイクルに積極的に取り組

んでいる小売店舗・事業所の認定制度の普及を図る。 
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第５章 行動の指針 

 「杜」と生き、「人」が活きる都・仙台の実現を目指し、温室効果ガス 25%を削減するた

めには、市民・事業者・民間団体等と本市との連携・協働が必要不可欠である。それぞれ

の役割・責任の下、低炭素都市づくりのための望ましい行動の指針を示し、一層の推進の

一助とするものである。 

 

市民･事業者の行動の指針 

 市民・事業者に具体的に低炭素都市づくりのために取っていただきたい行動を示す。こ

こで示した指針は環境のために自らの生活や事業活動に過度な負担や犠牲を強いるもので

はなく、私たちの目指す、「杜」と生き、「人」が活きる低炭素都市にとって、私たちを支

えてくれている自然の持つ循環システムの「環
わ

」、未来や周囲の人との「輪
わ

」、杜の都で育

まれてきた人と自然との「和
わ

」を尊重し、その杜の恵みを未来へとつないでいくためには

非常に有益なことであり、それらの十分な理解の下、心豊かに、生活の質の高さも実感し

ながら実践できるものとして、取り上げたものであり、これらの中から各主体の意識やラ

イフスタイル等に応じて取り組むことが望まれる。 

 

【市民】 

１ 杜の都の資産を十分に生かしながら、低炭素の面からまちの構造・配置を最適化する 

□居住地を選択する際は、経済性だけではなく、自分のライフスタイルに応じて生活・

学習・就業等に関する機能、利用可能な交通手段も考慮して検討する。 

□環境調整機能を有する樹木、河川などを生活に積極的に活かし、保全に努める。 

□地域で行う市民共同発電などのエネルギー利用活動に積極的に参加する。 

□森林や里地・里山の維持管理の重要性を理解し、下刈り、間伐、枝打ちなどの体験や

活動に参加する。 

□農林産物については、地元産を購入し地産地消に努める。 

□家具や住宅部材・建材などの製品選択の際には、極力木材かつ県産材を使用している

ものを選択する。 

□地域の緑化活動に参加する。 

□緑地や河川などのネットワークづくりや維持管理に努める。 

□台風、洪水時の対応をあらかじめ想定し、気象情報に留意し、災害の備えをする。 

□透水枡の設置、透水性舗装の採用など雨水浸透に努める。 

□国、市のまちづくりに関する制度などを積極的に活用し、地域特性に合わせた多様な

低炭素型のまちづくりを進める。 
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２ 集約型市街地形成を支える、低炭素型の交通システムをつくる 

□居住地の選択として、駅近隣等環境負荷の低い交通手段の有無等を考慮する。 

□通勤等に際しては、パークアンドライドなどを積極的に利用し、自家用車の使用範囲

を最小限に留める。 

□通勤・通学や買い物などの移動の際には、公共交通機関や自転車など環境負荷の低い

交通手段を積極的に利用する。 

□自転車を利用する際には、歩行者等に留意し、歩行者・自転車利用者にも快適な移動

空間を確保する。 

 □徒歩や自転車などの移動により、まちを楽しむ時間を持つ。 

 □自動車運転時は、バスレーン走行や割り込み走行など自己中心的な運転は行わず、交

通法規・マナーを遵守しバスの定時走行確保に協力する。 

 

３ 未来につなぎ、未来をつくる低炭素技術の賢い選択を促し、普及を図る 

□製品を購入する際は、製品に表示されているカーボン・フットプリントや、企業のカ

ーボン・オフセットへの取組等を参考に二酸化炭素排出の少ない製品の購入、使用に

努める。 

□照明や家電の無駄な使用や待機電力を減らす。 

□家族が集い、団らんを楽しむなど、なるべくエネルギーの利用を共有化する。 

□冷暖房機器の使用に当たっては、適切な温度設定、使用時間の短縮など、適正な使用

を心掛ける。 

□照明器具や家電品を購入する際には、省エネラベルなどを参考に、二酸化炭素排出の

少ない機器の購入、使用に努める。 

□食料品は、産地や栽培方法、加工方法などについて確認し、地元産や旬のものなど、

できるだけ環境負荷の少ないものを選ぶ。 

□自動車を購入（借用）する際には、必要最低限の大きさで、その中でも燃費の優れた

ものを選択する。 

□太陽光発電システムや太陽熱温水器の導入に努める。 

□木質ペレットストーブを始めとする本市の豊かな自然の恵みが活用できる再生可能

エネルギーの導入を検討する。 

□自宅への太陽光発電の導入が難しい場合などには、共同出資による再生可能エネルギ

ー発電所など地域や市民共同で行うエネルギーづくりに参加する。 
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□高断熱、長寿命など省エネルギー性能や環境負荷を考慮して建築物を設計又は選択す  

る。 

□新たな低炭素技術や設備の導入に当たっては、周辺の自然環境や景観に調和し、近隣

住民から理解が得られるよう配慮する。 

□太陽光発電など再生可能エネルギーを利用した設備の導入に努める。 

□フロンを使用する製品の廃棄に当たっては、フロン回収・破壊法（特定製品に係るフ

ロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（平成 13 年法律第 64 号））に基

づき専門の業者に委託する等適正に回収・破壊を行う。 

□フロン類使用する機器の維持に関してはフロン漏れなどが起こらないように適切に

管理をする。 

 

４ 資源循環社会形成への取組みを更に進める 

□買い物の際には、買い物袋を持参し、簡易包装やレジ袋の使用削減に努める。 

□ごみをなるべく出さず、再使用に努め、ごみに出すときには分別を徹底し、可能な限

りリサイクルされるよう、 ３Ｒ
スリーアール

に努める。 

□商品購入の際には、本当に必要で、長期使用に耐える商品、修理しやすい商品の購入

に努める。 

□使い捨て商品の使用は控え、シャンプーや洗剤などは詰替用のものを購入する。 

□食品の使い切りや食べ残しの削減、水切りの徹底など、生ごみの減量に努める。 

□家電品、家具等の廃棄の際には、処理のルールに従い廃棄をし、不法投棄は絶対にし

ない。 

 

５ 先人に学び、行動する人を育て、無理なく取り組まれる社会の仕組みをつくる 

□環境に関連するイベントなどに積極的に参加し、人や地域とのつながりを楽しむ。 

□物品・サービスは、計画的に環境配慮型を購入する。 

□製品を購入する際は、カーボン・フットプリント、省エネラベルなどを参考に、二酸

化炭素排出の少ない製品や機器の購入、使用に努める。 

□環境に対し常に関心を持ち、家族や地域で話し合う機会を持つ。 

□電気、ガス、水道などの省エネルギー・省資源に関する行動や取り組みに感心を持ち、

なるべく実践する。 

□仙台市の環境サロン、ホームページなど情報や活動場について有効に活用する。 

□日常生活全般を通じて、環境の側面から社会・経済の仕組みに関心を持ち、そのあり
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方について考えるように努める。 

□最先端のものに興味・関心を常に持ち、新エネルギー、省エネルギー機器で効果が高

いものについて、積極的に良い物として評価する。 

 

【事業者】 

１ 杜の都の資産を十分に生かしながら、低炭素の面からまちの構造・配置を最適化する 

□市の基本計画、都市計画の方針、土地利用における地域別の環境配慮指針（仙台市環

境基本計画第５章）などとの整合性を図り、鉄道系交通機関を機軸とする機能集約型

の効率的な都市構造と合致するような出店、工場などの立地場所を選定し、不用意な

郊外進出は行わない。 

□道路、公共交通、上下水道等の社会資本が整備されている地域において、その計画容

量を超えない範囲での開発を基本とする。 

□開発する際には、地域の自然環境を活かし、環境負荷の低い地域づくりに配慮する。 

□コージェネレーションシステムや地域冷暖房など、効率的で面的なエネルギーの利用

又は施設整備を検討する。 

□企業の社会的責任の１つとして、地域の森林育成や森林保全活動に努める。 

□林業関係者は、計画的な造林・保育を実施し、複層林など多様な整備に努める。 

□製品選択の際には、極力木工品かつ県産材を使用しているものを選択、建築物につい

ては、極力木材かつ県産材を使用し設置する。 

□台風、洪水時の対応についてあらかじめ想定し、緊急事態マニュアルを作成のうえ、

社員に対し周知や事前訓練等を実施する。 

□気象情報に留意し常に非常時に速やかな対応を可能にしておく。 

□事業所内に透水枡の設置、透水性舗装の採用など雨水浸透に努める。 

□国、県、市の制度を積極的に活用し、地域特性にあわせた省エネ・新エネ機器の導入

し、地域の低炭素型のまちづくりを積極的に行う。 

 

２ 集約型市街地形成を支える、低炭素型の交通システムをつくる 

□事業所の設置に当っては、取引先などへ自転車、公共交通機関など環境負荷の低い移

動手段が利用できることを考慮する。 

□事業所の設置に当っては、勤務地、通学先、日常生活での利用先へ自転車、公共交通

機関など環境負荷の低い移動手段が利用できることを考慮する。 

□原料輸送や商品配送において、共同輸配送やモーダルシフトの推進など、環境負荷の

少ない方法を選ぶよう努める。 
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□従業員に対し、通勤や営業活動などでの移動の際には、公共交通機関や自転車の利用、

徒歩など、なるべく環境負荷の少ない方法を選ぶよう啓発する。 

 

３ 未来につなぎ、未来をつくる低炭素技術の賢い選択を促し、普及を図る 

□冷暖房、照明、熱源機器など工夫し、省エネルギーに努める。 

□高断熱、長寿命など、省エネルギー性能に考慮するとともに、環境負荷の低減に努め

る。 

□新エネ・省エネ機器について検討し、導入できるものは極力導入する。 

□製品を購入する際は、製品に表示されているカーボン・フットプリントや、企業のカ

ーボン・オフセットへの取組等を参考に二酸化炭素排出の少ない製品の購入、使用に

努める。 

□照明器具や家電品を購入する際には、省エネラベルなどを参考に、二酸化炭素排出の

少ない機器の購入、使用に努める。 

□事業用の自動車を選択する際には、必要最低限の大きさで、その中でも燃費の優れた

ものを選択する。 

□太陽光発電システムや太陽熱温水器の導入に努める。 

□木質バイオマスを始めとするバイオマスエネルギーなどの導入に努める。 

□エネルギーや資源の消費について、省エネ診断などを基に利用状況を把握した上で、

計画的に削減に努める。 

□冷暖房や給湯、照明などの設備について、省エネ効果の高いものを導入する。特に古

い機器については、導入効果が高く、コスト回収も容易であることから積極的に導入

する。 

□フロンを使用する製品の廃棄に当たっては、フロン回収・破壊法に基づき専門の業者

に委託する等適正に回収・破壊を行う。 

□フロン類使用する機器の維持に関してはフロン漏れなどが起こらないように適切に

管理をする。 

□機器の新規導入、買換えに当たっては、冷媒などにフロン類を使用しない製品の導入

に努める。 

 

４ 資源循環社会形成への取組みを更に進める 

□簡易包装やレジ袋の提供削減に努める。 

□事業で使用するものについては、長期使用に耐える商品、修理しやすい商品の購入に
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努める。 

□商品は、使用後にリサイクルされやすいように配慮して製造する。 

□商品・サービスを製造・販売する時は、原材料の調達や生産、流通、販売等の過程を

通じた二酸化炭素排出量の見える化に取り組むなど、消費者への環境情報の提供に努

める。 

□使用済製品等については、原則としてリユース、リサイクルを優先し、それが困難な

場合は、可能な限り熱回収した後、適正処理を徹底する。 

 

５ 先人に学び、行動する人を育て、無理なく取り組まれる社会の仕組みをつくる 

□自社製品の環境に優れた部分を積極的にアピールする。 

□環境を重視した経営を推進し、従業員の環境配慮行動の状況について把握する。 

□企業の社会的貢献活動として、積極的に環境保全活動に取り組む。 

□自らの事業活動に伴って生じる温暖化効果ガスの排出の状況について認識し、社員に

周知し、低減策に継続的に取り組む。 

□環境経営の推進状況や環境保全活動等について、積極的に公表するとともに、施設見

学会などを実施し、ノウハウを地域に還元する。 

□社員に対し、地域での環境保全活動への参加を積極的に推奨する。 

□環境の保全に関する技術開発に取り組み、環境関連産業の積極的な創造に努める。 

□他業種や大学などの研究機関との連携などにより、全国、世界へ発信できる環境技術

の開発に努める。 

 

民間団体の行動の指針 

 市内には、環境問題に対して高い意識を持った市民や事業者で組織されているＮＰＯ等

の民間団体が多数存在する。これらの団体は、ライフスタイル・ビジネススタイルの変革

や新しい技術の普及拡大など、今後の温暖化対策の推進のために大きな役割が期待され、

更に、民間レベルでの国際協力や地域でのきめ細かい活動など、先進的かつ先導的な取り

組みの推進も期待される。 

 また、協働社会では、環境分野においても、コーディネイト機能などを担うべき主体と

してもＮＰＯ等の活躍が注目されているところであり、市民や地域の活動を束ね、大きく

育てていく、あるいは、協働事業の企画立案や実施などの中核的なリーダーとして、従来

は行政が担ってきた部分でその実力を発揮することが期待される。 

□自ら行う環境活動を推進し、市民への周知や更なる拡大を図る。 

□市民、事業者、行政等が社会的課題に対して協働で取り組む場である「新しい公共」

におけるネットワークづくりやネットワークの中心的な役割を担う。 
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市の行動の指針 

 最新の高効率省エネルギー機器や次世代型自動車等の低炭素技術・製品の積極導入に関

する方針を策定するなど、本市事業の環境配慮を規定し、それに基づく実践を進める。更

に、施策や事務事業を実施するに当たっての温室効果ガス削減に向けた取り組み方針を策

定するなど、低炭素都市づくりへ向けた積極的な対応を図るため、別途作成する地球温暖

化対策の推進に関する法律第 20条の３第 1項に定める地球温暖化対策地方公共団体実行計

画（事務事業編）である「新・仙台市環境行動計画」を策定し、積極的に推進する。 

□地域の模範となり、地域を牽引するよう、新・仙台市環境行動計画に基づき、削減に

向けた努力を続ける。 

□まちづくりのための様々なツールを有する主体として、低炭素化の視点を常に持ち、

積極的な低炭素型のまちづくりに努める。 

□「杜の都」をつくり上げてきた先人たちの思いや努力を尊重し、未来に継承していく

ため、必要な知識や行動などの多様な学びを創出する。 

□低炭素都市づくりに取組む市民や民間団体、教育機関、行政機関など、様々な主体間

の総合調整を図る。 
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第６章 重点プロジェクト 

 本市が実施すべき施策を第４章で、それに対応して市民・事業者等に望まれる行動を第

５章で示した。地球温暖化対策はこれら両面が整うことによって効果が期待されるもので

ある。地球温暖化対策は、対象が地球規模であるがゆえに施策の効果を市民等が実感でき

ることは少なく、また、国・県・市が連携して行うため、市が実施する施策の効果もまた

厳密に検証することは極めて難しい。漫然と、網羅的に施策を行うだけでは、限りある市

の財源、人的資源の中では、十分な効果を得ることは困難である。 

 そこで本計画では、仙台市の特性を考えたとき、特に本市が重点的に進めるべき施策を

抽出、パッケージ化し、市の主体的な推進と様々な指標を活用した施策の効果検証によっ

て、市の役割を明確にし、実効的推進を図っていく。 

 

 

 
重点的に取り組むべきポイント 目指したい姿 

 

 

 

 

・本市の基本的な方針である機能集約型都

市、公共交通を中心としたまちづくりと

連携した強力な推進 

・全国と比して排出割合が高い運輸部門 ・公共交通を中心とする交通体系によって、

にぎわい・活力のあふれるまちづくりと

低炭素都市づくりが調和 

 

 

 

・業務部門の約８割を占め、削減ポテンシ

ャルの高い中小の事業者対策 

・環境と経済が調和・融合し、持続可能な

産業・ビジネスが地元に定着 

・森林資源が適正に循環し、森林が市民に

も親しまれ、森林の持つ機能と杜の都の

魅力が最大限に発揮 

 

 

 

 

・広い森林面積を有しながら、懸念される

森林環境の荒廃、森林資源の循環の停滞

・まちのいたるところに低炭素技術があふ

れ、快適・便利な暮らしと両立 

・市民に低炭素の重要性が十分な理解と、

取り組むべきことの実践 

 

 

・学びと交流を活かした再生可能エネルギ

ーや省エネ技術のさらなる拡大 

 

 

 

・かつてのスパイクタイヤ運動にみられた

ような市民の機運の醸成、行動の明確化

や特化 
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１ 低炭素面からの公共交通利用加速化プロジェクト 

 

【概要】 

排出量の多い自動車利用の適正化を強力に推進するため、東西線開業を契機として公共

交通利用促進施策を低炭素面から加速させるとともに、将来に向けた検討を行う。 

 

【背景・狙い】 

・  本市の温室効果ガスの排出を全国と比較すると運輸部門の割合が高く、その約８割を

自動車が占めており、温室効果ガスの 25%削減の目標達成のためには自動車対策が非

常に重要であり、この対策としては①燃費の良い自動車への乗り換え、②自動車をな

るべく使用しない移動の選択、の２つの取組みが重要である。 

・ 現在、本市では鉄道を軸とし、それにバスを結節する公共交通を中心とした交通体系

づくりのため、せんだい都市交通プラン（平成 22 年 11 月）が策定されたところであ

り、交通施策がまちづくりにおいても重要な意味を持つようになっている。 

・ この本市のまちづくりと低炭素都市づくりとを融合・連動させることにより、温室効

果ガスの削減を図るとともに、まちの交流の活性化やにぎわいづくりにも資する低炭

素まちづくりを強力に進めていく。 

 

【定量目標及び指標の例】 

 二酸化炭素削減量 

地下鉄・バス利用者数、パークアンドライド利用者数、歩行者数、都心駐車場数、自動車

通行量 

 

【取組みの内容】 

○中長期的な視点も踏まえた施策の評価・改善 

交通施策の推進に当たり関係者の相互連携、取組みの一体的推進を図る組織（協議会）

において、低炭素面から積極的に働きかけ、推進を図るとともに、中長期的な視点も踏

まえながら、施策の評価・改善を行う。 

○公共交通を利用したくなる仕掛けづくり 

公共交通を利用することは、誰でも手軽に、かつ二酸化炭素削減効果も高い行動の１

つであることを広報し、公共交通利用と中心部での買い物を結びつける仕組みなど公共

交通の利用を促進するインセンティブ（動機付け）を与える仕組みの構築を検討する。

また、カーフリーデーやその他イベントとの連携の検討、コミュニティサイクルや広い

幅員の道路の再構成などにより、歩いて楽しいまちづくりを進める。 

○自動車利用適正化策と組み合わせた公共交通の利用 

ハイブリッド自動車（HV）、プラグインハイブリッド自動車（PHV）、電気自動車（EV）
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など次世代自動車利用の優遇策やパークアンドライド等の自動車利用の適正化策等を公

共交通利用促進策と組み合わせることによって、両者の相乗効果を創出する。 

 

【取組みの展開イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

泉中央、長町地区等でのパー
クアンドライド 

学都仙台 市バス（+地下鉄）
フリーパス 

県道仙台泉線等でのバスレ
ーンの実施 

これまでの事例） 

中長期的な視点も踏まえた施策の評価・改善 

・事業推進体制の構築 ・推進会議による進行管理
・事業・施策の見直し 

・将来のあり方や施策の検
討 

運賃制度の抜本的見直し 
都心駐車場規制 

例）中心市街地流入規制・車線規制 

 

 

 

自動車利用適正化策と組み合わせた公共交通の利用 

・公共交通を利用したくなるまちづくり ・公共交通利用の環境面で
の効果の広報 

・HV、PHV、EV 等の優遇策の検討 
・附置義務条例の緩和等による必要以上の都心駐車施設の増加抑制の検討 

 

例）公共交通利用と中心部での買い物を結びつける仕組み 
  徒歩や自転車などを利用した回遊が楽しいまちづくり 

イベントやカーフリーデーによる普及啓発 

せんだい都市交通プランに

よる短期集中的な施策の推

進 

低炭素面からの施策の後押し 

まちづくりやコミュニティ形成施

策との積極的な融合 

＜せんだい都市交通プラン＞ ＜仙台市地球温暖化対策推進計画＞

実

現 
実

現

実効的推進 

戦略的な施策の検討 

連携 

地下鉄・バス等の公共交通を中心とする低炭素型で、

だれもが便利に移動でき、にぎわいあふれるまちの

形成 

公共交通を利用したくなる仕掛けづくり 
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２ ビジネス省エネ・グリーン化プロジェクト 

 

【概要】 

温室効果ガス排出の増加傾向が続く民生業務部門、特に削減ポテンシャルが大きい中小

事業者を中心に、事業者とのコミュニケーションの場を創出し、省エネ・グリーン化を効

果的に進める。 

 

【背景・狙い】 

・ 本市ではエネルギー使用の削減を求める省エネ法の対象規模未満の事業者が、本市の

民生業務部門のエネルギー使用量の８割を占めている（平成 17 年度）。これらの中小

事業者は、省エネ技術に関する情報が不十分で適切な選択が困難であったり、初期投

資に要する資金を用意できなかったりするなどの理由により、省エネ対策が十分に進

んでおらず、エネルギー削減の余地が大きいと考えられる。 

・ 本市が、国、県、金融機関、商工会議所などと連携を深め、事業者に対する有効な情

報の提供や適切な指導・助言など、コミュニケーションの機会を創出し、削減へのき

っかけづくりと着実なエネルギー使用の削減を図る。 

・ 施策展開を通じて、事業者の体力・競争力向上、地域経済への貢献、さらには新たな

環境ビジネスの創出も期待される。 

 

【定量目標及び指標の例】 

 二酸化炭素削減量 

対策技術導入量、報告削減量、参加事業者数 

 

【取組みの内容】 

○事業者との協力関係の構築 

支援のあり方、方法等について、事業者とともに検討する体制を構築する。特に、商

工会議所では独自の環境配慮行動を策定するなど、環境に配慮した動きを活発化させて

おり、このような動きと連携しながら効果的な推進を図る。 

○効果の高い省エネ・新エネ技術導入の重点化 

  既に実用段階にあり温室効果ガス削減効果が高い、又は一定量の導入によって製造コ

スト削減や技術革新が図られるなど、本市の特性や事業者の使用実態に合わせて効果的

な省エネ・新エネ技術について、公的な助成制度などを積極的に活用しながら普及を図

る。 

また、国で実施している省エネ診断や、地域版環境マネジメントシステム「みちのく

環境管理規格（みちのく EMS）」等を積極的に活用し、さらにはこれらの制度を利用す

ることによる優遇策を検討し、省エネ・新エネに自然に取り組むような仕組みを構築す
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る。 

○報告制度の導入の検討 

省エネ法対象規模未満の事業者に省エネに取り組むきっかけとなり、適切な情報を与

えるコミュニケーションの場をつくるものとして、エネルギー使用量の報告制度を導入

し、さらなる民生部門の省エネ・新エネの推進を図る。また、それに先立ち対象絞込み

のためのエネルギー使用量調査や削減シミュレーションを行う。 

 

【取組みの展開イメージ】 

 

 

 

 

事業者との協力関係の構築 

・商工会議所との事業の共同実施 
・勉強会等の合同開催 

・事業者との意見交換の場
の設置 

 

 

 

効果の高い省エネ・新エネ技術導入の重点化 

 

 

 

 

報告制度の導入の検討 

商工会議所等と連携した事業者との

協力関係の構築 

・エネルギー使用量削減計画策定支援 
・省エネ・新エネの導入支援 

・省エネ相談の実施 
・省エネ診断の利用促進 

・エネルギー使用量報告制
度開始（任意） 

・報告に対するインセンテ
ィブ（動機付け）検討 

・報告制度の義務化 
・削減に対するインセンテ
ィブ（動機付け）検討 

・削減シミュレーションに
よる効果の高い施策の洗
い出し 

・報告制度の設計 

例）削減量の証書化・
クレジット化 

例）優良事業者の表彰
や公表 

ビジネスの低炭素化による温室効果ガスの削

減と地域経済の体力向上・活性化の両立 

事業者が取り組みやすく、効果の高

い省エネ・新エネ技術の重点化 
＜低炭素対策の効果(試算例)＞ 

30.2

10.6

17.2

6.9

0.3

0.3

20.8

16.5

20.4

20.4

6.0

5.1

1.6

1.6

1.6

1.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

①

②

CO2排出原単位 [kg-CO2/㎡年]

空調熱源 熱搬送 給 湯 照 明 コンセント 換 気 給排水 昇降機

98.1

62.936%の削減

削減手法
なし

削減手法

あり

20%削減 11%削減 4%削減 1%削減

30.2

10.6

17.2

6.9

0.3

0.3

20.8

16.5

20.4

20.4

6.0

5.1

1.6

1.6

1.6

1.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

①

②

CO2排出原単位 [kg-CO2/㎡年]

県、省エネルギーセンター等との連

携や補助金等のフル活用 

報告制度をきっかけにしたさらな

るコミュニケーションの活性化 

空調熱源 熱搬送 給 湯 照 明 コンセント 換 気 給排水 昇降機

98.1

62.936%の削減

削減手法
なし

削減手法

あり

20%削減 11%削減 4%削減 1%削減
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３ 杜の恵み循環プロジェクト 

 

【概要】 

地球温暖化対策として有効であり、杜の都らしさをアピールできる、森林資源の自立

的で持続可能な循環システムを構築するため、需要・供給双方の関係者のネットワーク

を構築し、需要と供給のマッチングやモデル事業の検討等を行う。 

 

【背景・狙い】 

・ 本市は東北の中枢都市としての機能を持ちながら、西は奥羽山脈、東は太平洋に接し、

市中心部を広瀬川が流れている。市の約半分を森林が占めるなど自然の資源に恵まれ、

「杜の都」は環境に優れた本市を形容するものとして全国的な知名度を有している。 

・ この優れた環境資源の１つである森林資源は、二酸化炭素の吸収・固定源として重要

な機能を有している。また、化石資源に替わるカーボン・ニュートラル（正味の二酸

化炭素排出量がゼロ）な持続可能なエネルギーとして利用できる大きなポテンシャル

を有している。 

・ しかし、戦後植林され伐採期を迎えた森林は、木材価格の低迷などにより、森林資源

が切り出されず、有効に活用されなていない状態となっている。さらに、人の手によ

る適正な管理が減少してきたことにより、森林環境の荒廃も懸念されている。 

・ 森林環境を適正に管理し、森林資源を適度に利用することは、森林の更新を促し、地

球温暖化だけでなく生物多様性や水の保水力の向上など、様々な森林の機能を回復さ

せる。森林資源を使うことの有効性を再認識し、様々な価値を付加することによって、

コスト的にも見合う仕組みを構築し、適正な循環の促進を図る。 

 

【定量目標及び指標の例】 

 二酸化炭素削減量 

木材使用量、エネルギー利用量、二酸化炭素削減相当量、二酸化炭素吸収（増加）量 

 

【取組みの内容】 

○ネットワークづくり 

市民、企業、活動団体、林業関係者、有識者、行政機関等による「（仮称）杜の都・

緑の循環会議」を設置し、情報交換できる場を構築し、需要と供給のマッチングを図

る。既に行われている森林保全活動や、関係者との協議の中から実現可能性の高いも

のについて、モデル事業を検討し、これらの参加を通して事業推進母体の形成を図り、

将来的には自立した運営を目指す。 

○循環の活性化 

バイオマス利用による二酸化炭素削減効果や二酸化炭素吸収・固定能力の増加分な
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どを証書化・クレジット化、森林維持活動の市民参加プログラムの実施、企業等のカ

ーボン･オフセットの取組みや社会貢献活動の推進、仙台版クレジット認証や産地を表

すラベリングなどの制度づくりなど、資金又は活動面での支援スキームを検討する。

また、市民等の参加を促すために、森林保全活動やバイオマス資源利用に対するポイ

ント付与などの仕組みを検討する。 

○需要と供給の確保 

   一般家庭において使用できるペレットストーブや薪ストーブ等の普及促進、事業者

向けのバイオマスボイラーや発電、公共施設を始めとする建築物の木造化・木質化の

推進等の森林資源の活用を促進する。また、公的な補助制度等を積極的に活用し、民

有林の間伐への助成などの林業の支援、解体廃棄物や街路樹等の有効活用の検討など、

バイオマス資源の供給源を確保する。 

 

【取組みの展開イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

循環の活性化 

 

 

 

需要と供給の確保 

ネットワークづくり 

・連絡会議の設置 
・情報交換の促進 
・モデル事業の検討 

・支援スキームの検討 

・需要と供給のマッチング
・モデル事業の実施 

・モデル事業の自立運営 
・事業の普及拡大 

・バイオマス利用施設の普及促進  ・間伐の推進 

・二酸化炭素クレジット
化・証書化の試行 

・報告制度におけるオフセ
ット利用 

例）仙台版クレジット認証やラベリングの検討 
仙台版エコポイントの検討 

・建築物の木造化・木質化の推進  ・バイオマス系廃棄物の有効活用検討 
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【需要の確保】 
啓発も含めた家庭向け利用の促

進、大量需要の確保、安定的な

利用の確保に向けた事業者向け

の導入促進により、需要を確保 

【供給の促進】 
林業を中心とする供給する側へ

の支援や廃棄物の有効利用等に

より、森林資源の供給体制を確

保する。 

【モデル事業の実施】 
 緑の資源が適正に循環し、経済的な

自立運営に向けたモデル事業を構築

する。 

【既存制度の有効活用】 
二酸化炭素のクレジット化や補

助制度等を活用し、持続的な事

業スキームの構築を検討する 

【新たな制度の検討】 
 
・基金の検討 
・仙台市版エコポイント制度の検討 
・仙台市版ラベリング又はクレジッ

ト認証 制度の検討 

【他プロジェクト等との連携】 
他の仕組みづくりと積極的に連動

し、推進を図る。 

【事業拡大】 
 
・他事業での支援スキームの応用 
・エネルギーの地産地消の推進 
・地域コミュニティの形成

 循環の促進 

【ネットワーク＆コアづくり】 
需要と供給を結びつけ、緑が森と

都市とを循環するきっかけとなる

場をつくる 

 
支援スキームの構築 制度づくりによる支援 

・市民、地域、活動団体等の自発的

な活 

【運営の自立】 
 

・モデル事業の運営自立 



４ 地産地消型エネルギー（再生可能エネルギー）のあふれるまちづくりプロジェクト 

 

【概要】 

  エネルギーの創造や高効率なエネルギーシステムがまちの随所に埋め込まれた環境都

市をデザインし、再生可能エネルギーや効率的なエネルギーシステムのフィージビリテ

ィスタディ（関係者・協力者の存在、技術・コスト面・効果などからの実現可能性調査）

を通して、エネルギーの低炭素化と環境産業の活性化を図る。 

 

【背景・狙い】 

・ 二酸化炭素削減に効果があるばかりでなく、資源の消費の抑制、地場産業や災害への

備えなどの地域政策にも直結し、再生可能エネルギーや高効率の省エネシステムをま

ちに埋め込むことには大きな意義がある。 

・ 化石燃料に替わるものとして、市域において、市民が設立する市民共同発電や再生可

能エネルギーによる発電所の誘致など、十分な再生可能エネルギーを製造できる環境

を構築していくことにより、市民の生活の安定を図る。 

・ 新エネ・省エネの分野で大学などの研究機関、市内の製造業などの産学連携の推進を

図り、商品を開発することにより、今後成長分野である環境分野での本市製造業の活

性化を促す。 

 

【定量目標及び指標の例】 

 二酸化炭素削減量 

市内の再生可能エネルギー発電 kW 数・箇所数 

 

【取組みの内容】 

○省エネ・新エネ機器の導入促進のアプローチ 

地域冷暖房システム、トランスヒートコンテナー（潜熱蓄熱材をタンクに貯蔵し、

コンテナー車などの陸上輸送により、広範囲に熱を供給するシステム）、太陽光発電で

の電気自動車充電システムなど地域内でのエネルギー供用システムや、メガソーラー

発電所、バイオマス発電所、市民の共同出資による発電所や ICT 技術を活用した新た

な発電形態の検討、市域の自然環境を活用した再生可能エネルギーによる発電事業等

の実現可能性やクリアすべき条件、技術的課題などの基礎情報を整理し、関係者との

協議や施設の設置誘導を図る。 

○さまざまな連携による新たな技術の開発 

   再生可能エネルギー・省エネルギーに関する技術開発についての産学連携や、運輸

部門において二酸化炭素排出量の低減に効果の大きい電気バスの実証実験などを進め、

本市からこの分野で世界に発信できる商品の開発につなげる。 
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   市域の再生可能エネルギーについて、最大限能力を引き出すことを目指し、最新研

究の成果や先進事例などを介して産学・企業間の連携を醸成し、情報通信技術による

電力送電網の高度機能化（スマートグリッド）に関する新事業創出の方向性を探る。 

 

【取組みの展開イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さまざまな連携による新たな技術の開発 

・再生可能エネルギー・高
効率機器等の導入に関す
るフィージビリィティス
タディ 

・低炭素技術に関する産学連携推進 
・スマートグリッドに関する情報収集 

・導入促進のための施策の検討 

・環境産業振興の検討 

例）メガソーラー発電所 
  地域冷暖房供給システム 

・電気バスに関する商品化・製品化の促進検
討 

・スマートグリッドに関する事業創出の方向
性整理 

・導入に関する条件整備 
・関係者との調整 
・立地希望者との協議 

・電気バスの実証化 

省エネ・新エネ機器の導入促進のアプローチ 

 

 
イメージ図 

※資料引用元 エネルギー白書 2010 
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５ 市民・地域でつなぐ光と水と緑のプロジェクト 

 

【概要】 

  ヒートアイランド効果を和らげる打ち水や緑のカーテンなど、市民や地域で日常的に

取り組みやすい低炭素行動を、地域単位で行うなど、市民一体となって取り組む機運を

盛り上げ、行動の定着化と地域への拡大を図る。 

 

【背景・狙い】 

・ 地球規模で生じる気候変動に対して、個人で行う対策行動の成果や成功体験を得るこ

とは難しく、意識啓発のみの手法は限界が見え始めている。市民・事業者等にとって

わかりやすく、取り組みやすいだけでなく、地域や団体などまとまりをもって取り組

む行動をプログラム化することによって、取組みの効果を上げる。 

・ 市民等が一定の方向性を共有することにより、それぞれの取組みに一体感を持たせ、

市民全員が温暖化防止へと取り組んでいけるような機運を盛り上げ、取組みの継続・

定着を図る。 

 

【定量目標及び指標の例】 

 二酸化炭素削減量（排出推計とは別に試算） 

実施団体数、参加者数、温度変化 

 

【取組みの内容】 

○「見える化」による市民の取組み推進 

電気やガスの使用量等から二酸化炭素排出量を簡単に算出したり、日常の行動や

Web 上やパンフレット等で自らの二酸化炭素排出量の簡易計算や目標に合わせた環境

配慮行動のパッケージ化など、市民がわかりやすく、行動しやすくする「見える化（可

視化）」を推進する。また、各個人のネットワーク化や地域単位での参加を促すなど、

市全体への波及を目指す。 

○活動の促進 

FEEL Sendai（杜の都の市民環境教育・学習推進会議）や活動団体等が実施する活

動情報の集約・発信、HP や市政だより等での取組み紹介、表彰や百選などを検討する。 

○活動プログラムの開発と推進 

家庭やライトアップ施設等の一斉消灯を呼びかけるライトダウンキャンペーン、  

商店街の照明や街路灯等の照明の LED 化、商店街等の地域単位での打ち水、ヘチマ、

アサガオなどのつる性植物による緑のカーテンなど、低炭素につながる「光」・「水」・

「緑」をテーマに地域での取組みを推進する。 
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【取組みの展開イメージ】 

 

 

 

 

 

 

「見える化」による市民の取組み推進、活動の促進 
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イメージ図 
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第７章 計画の推進 

地球温暖化対策の推進に当たっては、市、市民、事業者等あらゆる主体が、意識・

理念を共有し、行動し、相互に協力していくことが必要である。計画の推進体制・進

行管理そのものにも協働の視点を取り入れ、それぞれが自らの主体性を発揮しながら、

実効的な計画の推進を図っていく。 

現時点では、法的な制約がある、先行事例が無いなど、実施が極めて困難と考えら

れているものでも、法令の整備や各地でさまざまな取組みが進んでいく中で、本市に

おいても新たに検討していくべきものがでてくることも十分予想される。今後の取組

みを進めていく上で、常に新しい視点をもちながらも、本質を見誤ることなく、この

分野における研究を怠らず、より高いレベルでの実現に向け、不断の努力で取り組ん

でいく。 

 

 推進体制 

  ○市民協働の推進 

地球温暖化対策としては、私たちの日々の生活や経済活動からの温室効果ガスの

排出を削減することと、起こるであろう温暖化に備え、対応しておくことの両者が

必要である。これらの市民が直接関わる行動を促すためには、自らの発意に基づい

て主体的に取り組んでいくことが重要であり、さらに高めていくためには協働によ

る推進が必要不可欠である。現計画においてはこのような趣旨から、市民、事業者

等で構成される仙台市地球温暖化対策推進協議会が組織されているところであり、

市民等がより主体的に活躍する場を広げていくため、杜の都環境プランにおいて検

討することとされている市民会議的な組織との連携も検討する。 

なお、地球温暖化対策の推進に関する法律第 26 条の「地球温暖化対策地域協議会」

としても位置づけ、地球温暖化対策に関する協議や施策の推進を図っていく。 

   

○庁内の横断的連携による推進 

    杜の都環境プランに関する庁内の調整、施策の推進においては、行政内部の横断

的な連携が重要であり、仙台市環境基本条例第 28 条に基づく「杜の都環境プラン推

進本部」が推進組織として設置されている。本計画は、杜の都環境プランにおいて

も重要な低炭素都市づくりの役割を担う中心となるものであり、施策の実施、目標

の実現のためには環境基本計画と同様の横断的な連携が必要不可欠である。本計画

においても杜の都環境プラン推進本部を活用し、庁内の調整、計画の推進を図って

いくこととする。 

また、都市計画、農業振興地域整備計画その他温室効果ガスの排出の抑制等に関

係のある施策について、必要に応じ調整等を行いながら、全庁的な低炭素都市づく
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りへの方向付けを図っていく。 

 

  ○国、県等との連携による推進 

    国レベルで実施される基準や枠組みづくり、宮城県が実施する温暖化対策など、

本市と連携しながら行うものが非常に多いため、国・県等と連携を十分に図りなが

ら効果的な推進を図っていく。また、地球温暖化防止に関する様々な専門的知識を

有し、活動を行っている宮城県地球温暖化防止活動推進センター（ストップ温暖化

センターみやぎ）や環境活動を行っている民間団体等と連携を図りながら、施策を

推進していく。 

  

評価及び見直し 

    本計画を実効的に推進していくためには、施策の効果や温室効果ガスの排出状況

等を定期的に把握し、目標の達成状況と照らし合わせて見直しを図っていく、いわ

ゆる Plan（計画）、Do（実施）、Check（評価）、Action（改善）の PDCA サイクル

を以下のように行って、計画の進行管理を図っていく。 

 

  ○温室効果ガス総排出量の推計 

    第 3 章で掲げた目標の達成度を把握するため、毎年度、市域から排出される温室

効果ガスの総排出量の推計を行い、公表する。ここでは、産業や民生家庭などの部

門別、計画の施策体系別等に大きく数値を把握し、中期的な視点で目標達成にが図

られているか検証する 

 

  ○施策の実施状況 

第 4 章に示した施策について、その実施状況を把握し、計画期間における優先順

位や方向性に沿った効果的な展開ができているかを検証する。 

 

  ○各主体の取組みの推進 

第 5 章で示した各主体の行動の指針について、取組みが進んでいるものについて

は、積極的に評価し、さらに市全体への波及が期待できるものについては重点的に

取り組むなど、施策や重点プロジェクトへの反映も検討する。 

 

  ○重点プロジェクトの効果的実施 

第 6 章で示した本市が主体的かつ重点的に行うものとして設定した重点プロジェ

クトについて、効果を検証するとともに、メリハリある実施に努め、計画全体の推

進にも活用する。なお、ここでは温室効果ガスの削減だけではなく、仙台らしい取

組みや家庭や地域など市全体の機運の盛り上がりなど、多面的な取組みを評価する。 
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○中間見直しの実施 

近年の地球温暖化に関する技術や社会の仕組み等の進展は目覚しく、10 年の計画

期間中においても大きな変化が生じることは十分に予想され、杜の都環境プランに

おいても計画期間半ばに中間評価が予定されている。この中間評価と同時期に、本

計画についても中間評価を行い、必要に応じて計画の改定を行う。なお、重点プロ

ジェクトについては、状況によって新たな重点プロジェクトの設定、既存の重点プ

ロジェクトの廃止等も含め、見直しを行う。 

 

低炭素都市づくりを社会的に支援する仕組みの検討 

   低炭素都市づくりの財政上の実行性を担保するため、例えば、市民の出資や企業の

社会貢献活動としての寄付などによる低炭素都市づくりへの支援と、それを原資とす

る削減行動への特典付与、省エネ技術普及支援など、市民、事業者等が一体となって

支える枠組みづくり（基金など）を積極的に推進する。 

 

条例による推進 

   市民、事業者等と理念、方向性を共有しながら、市が市民や事業者とともに取り組

む姿勢をより明確にし、より実効性ある形で取組みを推進するための枠組みとして、

市・市民・事業者の担うべき責務や役割、推進すべき取組み等について定める条例の

制定を検討する。 


